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当社は平成

年６月 22 日開催予定の第

こと、及び本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

移転を行うことを

１．本店移転 
(１)移転の理由

当社は
ーション推進による新事業領域
力の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
し、品川区にある本店を移転
の重複排除によるコストの最適化
率の向上を

 (２)本店移転先

    東京都大田区雪谷大塚町１番７号

   (現本店所在地：東京都品川区西五反田一丁目

(３)本店移転日

平成 29

(４)業績に与える影響

   移転費用等が発生しますが、

             

．定款変更の理由

      前項に記載

   品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。

．定款変更の

 変更の内容は次のとおりであります。

第１条～第２条

第３条(本店の所在地

  当会社は本店を東京都

第４条～第 37

 

 

 

 

 

本店移転

平成 29 年５月 23

日開催予定の第

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

移転を行うことを決議いたしましたので、

 
移転の理由 
当社は 2020 年をターゲットとした企業ビジョン「
ーション推進による新事業領域

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
、品川区にある本店を移転

の重複排除によるコストの最適化
率の向上を目指します。

移転先 

東京都大田区雪谷大塚町１番７号

現本店所在地：東京都品川区西五反田一丁目

本店移転日  

29 年 8 月 18

業績に与える影響

移転費用等が発生しますが、

             

．定款変更の理由 

前項に記載した理由

品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。

の内容 

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 

第１条～第２条(条文省略

本店の所在地) 

当会社は本店を東京都

37 条(条文省略

 

 

 

 

 

本店移転及び

23 日開催の取締役会において、

日開催予定の第 51 回定時株主総会

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

決議いたしましたので、

年をターゲットとした企業ビジョン「
ーション推進による新事業領域

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
、品川区にある本店を移転

の重複排除によるコストの最適化
目指します。 

東京都大田区雪谷大塚町１番７号

現本店所在地：東京都品川区西五反田一丁目

8 日(金) [予定

業績に与える影響 

移転費用等が発生しますが、

              

した理由のため、

品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。

変更の内容は次のとおりであります。

 定 款 

条文省略) 

当会社は本店を東京都品川区に置く。

条文省略) 

 

 

 

 

 

及び定款の一部変更

日開催の取締役会において、

回定時株主総会

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

決議いたしましたので、お知らせいたします

年をターゲットとした企業ビジョン「
ーション推進による新事業領域での開発力強化

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
、品川区にある本店を移転いたします。また、

の重複排除によるコストの最適化に加え、部門間の意思疎通の迅速化

東京都大田区雪谷大塚町１番７号 

現本店所在地：東京都品川区西五反田一丁目

予定] 

移転費用等が発生しますが、本件が平成

、現行定款第

品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。

変更の内容は次のとおりであります。 

に置く。 

 上場会社名

 代 表 者 名     

  

 問合せ先

  

定款の一部変更

日開催の取締役会において、下記のとおり

回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

お知らせいたします

 

記 

年をターゲットとした企業ビジョン「
での開発力強化および

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
いたします。また、

に加え、部門間の意思疎通の迅速化

現本店所在地：東京都品川区西五反田一丁目 1 番８号

本件が平成 30 年 3 月期業績に与える影響は軽微です。

現行定款第３条(本店の所在地

品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。

 

   

第１条～第２条

 

第３条

当会社は本店を東京都

 

第４条～第

上場会社名 

代 表 者 名         

 

問合せ先責任者

 

定款の一部変更に関するお知らせ

下記のとおり

以下「本定時株主総会」といいます。

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

お知らせいたします。 

年をターゲットとした企業ビジョン「VISION2020
および機能統合・集約による

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
いたします。また、首都圏機能の集約により、

に加え、部門間の意思疎通の迅速化

番８号) 

月期業績に与える影響は軽微です。

本店の所在地)

品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。

   (下線は変更部分を示しております。

第１条～第２条

第３条(本店の所在地

当会社は本店を東京都

第４条～第 37

 ア ル パ イ

    代表取締役社長

 (ｺｰﾄﾞ番号

責任者 常務取締役管理担当

 TEL (03)3

に関するお知らせ

下記のとおり「定款一部変更の件

以下「本定時株主総会」といいます。

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

 

VISION2020」達成に向け、オープンイノベ
機能統合・集約による

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
首都圏機能の集約により、

に加え、部門間の意思疎通の迅速化

月期業績に与える影響は軽微です。

)に定める本店所在地を「東京都

品川区」から「東京都大田区」に変更するものであります。 

下線は変更部分を示しております。

変  更

第１条～第２条(現行どおり

本店の所在地) 

当会社は本店を東京都

37 条(現行どおり

平成 2

イ ン 株 式

取締役社長  米谷

番号 6816 東証第

取締役管理担当

3494-1101(

に関するお知らせ 

定款一部変更の件

以下「本定時株主総会」といいます。)

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

」達成に向け、オープンイノベ
機能統合・集約によるマーケティング

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
首都圏機能の集約により、事務所スペース

に加え、部門間の意思疎通の迅速化を図ることで、

月期業績に与える影響は軽微です。

に定める本店所在地を「東京都

下線は変更部分を示しております。

更  案 

現行どおり) 

当会社は本店を東京都大田区に置く。

現行どおり) 

29 年５月 23

式 会 社 

米谷 信彦 

東証第 1 部) 

取締役管理担当 梶原 仁

(代表) 

定款一部変更の件」を平成

)に付議する

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店

」達成に向け、オープンイノベ
マーケティング

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
事務所スペース
ことで、業務効

月期業績に与える影響は軽微です。 

に定める本店所在地を「東京都

下線は変更部分を示しております。

 

に置く。 

 

23 日 

仁 

 

を平成 

に付議する 

本定時株主総会において前記「定款一部変更の件」が承認されることを条件として本店 

」達成に向け、オープンイノベ
マーケティング

の向上を目指し、現在、品川区と大田区に分散している首都圏機能を大田区の拠点に集約
事務所スペース

業務効

に定める本店所在地を「東京都 

下線は変更部分を示しております。) 



４．日程  

定時株主総会開催予定日    平成 29 年６月 22 日(木) 

    定款一部変更の効力発生予定日 平成 29 年 8 月 18 日(金) 

                 

以 上 


